
講師

不幸予防士  渋井 保之 氏

　　　🔷🔷🔷プロフィール🔷🔷🔷

1966年　   新潟地方裁判所に採用される。

1974年～　新潟簡裁、新潟地裁本庁、新潟家裁本庁、

　　　　　 東京家裁家事部、東京高裁民事部、

　　　　　 最高裁家庭局、新潟家裁家事首席書記官

　　　　　 などを歴任。

2008年～　お笑い集団NAMARAと提携し、

　　　　    多数の講演を行う。

想定外の借金や相続権のない人の存在、および遺言書の有無など相続法に関する基礎知識を、

親族法の知識とともに新潟弁で楽しく解説します！

日　時 令和７年３月６日（木） １３：３０～１６：００

会　場 秋葉区文化会館　新潟市秋葉区新栄町４－２３

受講料 無料　一般の方のご参加もお待ちしております

定　員 ５０名　先着順　定員になり次第〆切

申込方法 下記申込書にてFAX、またはメールで新津法人会にお申込みください

問合せ （公社）新津法人会　電話：０２５０－２３－３４８８

お願い 発熱、咳などの症状がある方は、出席をご遠慮いただくことがあります。

事業所名 ＴＥＬ

住　　所 ＦＡＸ

受講者名

いただいた情報は上記講演会のみに利用いたします

新津法人会　行　FAX　０２５０－２5－７３２２　　　社会貢献講演会　参加申込書

切らずにこのまま送信ください

　　　もしかしたら不幸を予防できるかも？

主催　(公社)新津法人会 女性部

　　

　　　　　　　　　　　　　   　　　相続と遺言

(元裁判所首席書記官)

第１部　税金クイズ　１３：３０～　第２部　講演会　１４：００～

社会貢献講演会

社会貢献事業として、福

祉施設へ寄贈するための

古新タオル１～２本のご

協力をお願いいたします。

新津法人会

メールアドレス


